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令和５年３月定例教育委員会 

 
 

○  開催日時 令和５年３月２４日（金） ９時３０分～１０時３２分 

○  開催場所 教育委員室（県庁２２階） 

○  出席委員等 

 

 

 

 

 

○ 欠席委員 

教育長 

教育長職務代理者 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

森作 宜民 

庄司 一子 

内藤  學 

川上 美智子 

市原 健一 

中庭 陽子 

中田 俊之 

 

※ 事務局出席者については、別紙のとおり 
 

○  議 案 
 
１ 報告 

公 開 １ 令和６年度採用茨城県公立学校教員選考試験
について 

（教育改革課） 

 
 
２ 議案 

公 開 第 35 号議案 茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員
の給与等に関する規則の一部を改正する規則
について 

（総 務 課） 

公 開 第 36 号議案 茨城県教育庁組織規則及び茨城県教育委員会
事務委任規則の一部を改正する規則について 

（総 務 課） 

公 開 第 37 号議案 茨城県教育庁等事務専決規程及び茨城県教育
庁事務代決規程の一部を改正する訓令につい
て 

（総 務 課） 

公 開 第 38 号議案 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指
定に関する規則について 

（文 化 課） 

公 開 第 39 号議案 茨城県県立学校職員服務規程等の一部を改正
する訓令について 

（改・高・特） 

非公開 第 40 号議案 教職員の人事について （教育改革課） 
 

非公開 第 41 号議案 令和５年度茨城県市町村立学校校長の人事に
ついて 

（義務教育課） 
 

非公開 第 42 号議案 令和５年度茨城県県立中学校、高等学校及び
市町村立学校校長等の人事について 

（高校教育課） 
 

非公開 第 43 号議案 令和５年度茨城県県立特別支援学校校長の人
事について 

（特別支援教育課） 
 

非公開 第 44 号議案 令和５年度教育庁等部課長級職員の人事につ
いて 

（総 務 課） 
 

 
※ 非公開の議案等については、会議録は公開されません。 
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○  会議録 
 

１ 開 会 
教育長から開会の宣言があり、非公開審議項目についての提案がなされ、各委員から了承

されました。 
 
 

２ 議 事 

 

【公 開】 

 
報告１ 令和６年度採用茨城県公立学校教員選考試験について 

 （教育改革課長） 資料に基づき説明 
 

 
【主な質疑・意見等】 
 

（ 各 委 員 ） 特になし 
 

 

 
第 35 号議案 茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部

を改正する規則について 
 （ 総 務 課 長 ） 資料に基づき説明 

 

 
【主な質疑・意見等】 
 

（ 各 委 員 ） 特になし 
 

 

 
第 36 号議案 茨城県教育庁組織規則及び茨城県教育委員会事務委任規則の一部を改正す

る規則について 
第 37 号議案 茨城県教育庁等事務専決規程及び茨城県教育庁事務代決規程の一部を改正

する訓令について 
 （ 総 務 課 長 ） 資料に基づき説明 

 

 
【主な質疑・意見等】 
 

（ 川 上 委 員 ） 本議案とは直接関係ないのですが、ご説明の中で、教育職員免許状の更
新制の廃止に伴い事務委任規則を改正するとありましたが、免許状の更新
手続きをしていない方の免許状はどのような扱いになるか再度教えていた
だけますでしょうか。 

（教育改革課長） 旧免許状保有者（更新制導入前に初めて免許状の授与を受けた者）の中
で、教壇に一度も立ったことのない方の免許状については休眠状態となっ
ておりまして、免許法が改正されたことによって、すでにその免許状は有
効となっております。 

一度教壇に立ち、その後教職から離れたあと免許状の期限が切れた方
は、再度申請していただいております。ただ、申請書類を軽減化、簡略化
しておりますので、円滑に再取得も可能だと思います。 
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第 38 号議案 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する規則について 

 （ 文 化 課 長 ） 資料に基づき説明 
 

 
【主な質疑・意見等】 
 

（ 各 委 員 ） 特になし 

 

 
第 39 号議案 茨城県県立学校職員服務規程等の一部を改正する訓令について 

 （高校教育課長） 資料に基づき説明 
 

 
【主な質疑・意見等】 
 

（ 市 原 委 員 ） 教えていただきたいのですが、通常、公務員は職務専念義務っていうの
があるわけですよね。テレワークをするときには申請すれば職務専念義務
が免除されるということですか。 

（教育改革課長） テレワークの際も職務専念義務は残っており、学校で勤務するのではな
く自宅で勤務することの申請をしていただいて、それを許可するもので
す。あくまでも自宅で勤務することを許可するものです。 

（ 市 原 委 員 ） 免除とは違うんですね。 
議案等の概要の「３内容」の「③第 23 条関係（職務専念義務免除の手

続）」に記載されているのはテレワークのことではないのですか。 
（教育改革課） 第 23 条の規程は、人間ドックや研修など受ける際の職務専念義務免除の

申請の手続きを定めたもので、今回の改正は、その手続きを電子化するも
のです。 

（教育改革課長） 今まで紙で申請していた職務専念義務免除の申請の手続きを電子化する
ものになります。 

 

 

【非公開】 

 
第 40 号議案 教職員の人事について 

 
第 41 号議案 令和５年度茨城県市町村立学校校長の人事について 

 
第 42 号議案 令和５年度茨城県県立中学校、高等学校及び市町村立学校校長等の人事に

ついて 
第 43 号議案 令和５年度茨城県県立特別支援学校校長の人事について 

 
第 44 号議案 令和５年度教育庁等部課長級職員の人事について 

 

 

 

３ 閉 会 
教育長から閉会の宣言がなされました。 
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（別紙） 

令和５年３月定例教育委員会 事務局職員出欠表 

 

令和５年３月２４日（金） 

職      名 氏  名 出欠 代理者職氏名 

 総務企画部長 大 谷  美恵子 ○  

 学校教育部長 秋 本  光 徳 ○  

総務課長 木 内  規 雄 ○  

 教育企画監 鹿志村    泉 ○  

 財務課長 田 﨑  俊 一 ○  

 生涯学習課長 市 村  志 保 ○  

 文化課長 宮 﨑    薫 ○  

 教育改革課長 内 桶  博 仁 ○  

義務教育課長 田 辺  光 博 ○  

 高校教育課長  柳 橋  常 喜 ○  

 特別支援教育課長 戸 祭  勝 典 ○  

保健体育課長 清 水  秀 一 ○  

   


